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桑折町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との調和に 

関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、桑折町自然環境等と再生可能エネルギー発電事業との

調和に関する条例（令和７年桑折町条例第２２号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例

による。 

 （適用を受ける事業） 

第３条 条例第７条第２号括弧書きにおける「隣接し、若しくは近接する区

域」は、当該再生可能エネルギー発電事業区域の敷地境界線からの水平距

離が100メートル以内の範囲をいう。 

（禁止区域） 

第４条 条例第８条に規定する禁止区域は、別表第１に掲げる区域とする。 

（抑制区域） 

第５条 条例第９条に規定する抑制区域は、別表第２に掲げる区域とする。 

（事業内容等の軽微な変更） 

第６条 条例第１０条第２項ただし書に規定する規則で定める軽微なもの

は、次に掲げるものとする。 

（１）再生可能エネルギー発電設備の発電出力の縮小 

（２）事業区域の面積の縮小 

（３）事業者の氏名又は住所（法人その他の団体にあっては、その名称、代

表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変更（事業を他者に譲渡する

場合を除く。） 

（４）前３号に掲げるもののほか、町長が認めるもの 

（事業者への意見の申出） 

第７条 住民等は、条例第10条第５項の規定により意見を申し出るときは、

説明会（同条第１項又は第２項に規定する説明会をいう。以下同じ。）が

開催された日から起算して14日以内に、住民等意見書（様式第１号）を事

業者に提出するものとする。 

２ 事業者は、前項に規定する住民等意見書の提出があったときは、当該意

見書を受け取った日から起算して14日以内に、見解書（様式第２号）を当

該住民等に提出し、協議を行うものとする。 

（事業実施に係る届出） 
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第８条 条例第11条第１項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事

業届出書（様式第３号）に別表第５に掲げる書類を添えて町長に提出する

ものとする。 

２ 条例第11条第３項の規定による届出は、再生可能エネルギー発電事業変

更届出書（様式第７号）に、別表第５に掲げる書類のうち変更に係る書類

を添えて町長に提出するものとする。 

３ 事業者は、前２項の届出書については、正副２部作成するものとする。 

（届出事項） 

第９条 条例第11条第１項第６号に規定する規則で定める事項は、次に掲げ

る事項とする。  

（１）事業区域及びその周辺の状況 

（２）住民等への説明状況 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

（事業に着手しようとする日） 

第10条 条例第11条第２項に規定する規則で定める日は、次の各号に掲げる

場合に応じ、当該各号に定める日とする。 

（１）再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成23年

法律第108号）第９条第１項の規定による申請をする場合 当該申請をす

る日 

（２）前号以外の場合 条例第11条第１項第５号に規定する再生可能エネル

ギー発電設備の設置に係る工事の着手予定日 

（意見の聴取） 

第11条 町長は、条例第12条の規定により同意をするときは、必要に応じ

て、桑折町町内会規程（昭和62年規程第１号）第２条第２項に規定する町

内会の代表者等の意見を聴取することができる。 

（同意の通知） 

第12条 町長は、条例第12条の規定による同意の可否を決定したときは、再

生可能エネルギー発電事業（変更）同意通知書（様式第８号）又は再生可

能エネルギー発電事業（変更）不同意通知書（様式第９号）により事業者

へ通知するものとする。 

（抑制区域内の事業に係る同意） 

第13条 条例第12条第２項ただし書の規定による基準は、次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。 

（１）別表第２の関係法令が定める要件により再生可能エネルギー発電設備

設置の開発が可能であって、関係法令に基づく許認可、承認等を得てお

り、町長がこの条例の目的に照らして支障がないと認めるとき。 



3 

 

（２）その他、町長が特に必要と認めたとき。 

（工事の着手等の届出） 

第14条 条例第13条の規定による届出は、工事（着手・完了・中止・再開）

届出書（様式第10号）によるものとする。 

（維持管理に関する報告） 

第15条 条例第15条の規定による報告は、事業状況報告書（様式第11号）によ

り行うものとする。 

（地位の承継の届出） 

第16条 条例第16条第１項の規定による届出は、承継届出書（様式第12号）

によるものとする。 

（事業の終了等の届出） 

第17条 条例第18条第１項の規定による届出は、事業終了届出書（様式第13

号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 条例第18条第２項の規定による届出は、発電設備撤去完了届出書（様式

第14号）に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。 

（立入検査） 

第18条 条例第19条第１項の「町が必要とする者」とは、次に掲げる者とす

る。 

（１）地方公務員法（昭和25年法律第261号）第３条第３項第２号に掲げる者

のうち、町長が指定する者 

（２）当該立入検査の実施に当たって町が業務委託契約をした事業者の職員 

（３）前２号に掲げるもののほか、町長が認める者 

２ 条例第19条第２項に規定する証明書は、身分証明書（様式第15号）によ

るものとする。 

（助言、指導又は勧告） 

第19条 条例第20条第１項の規定による助言若しくは指導又は同条第３項の規

定による助言は、助言（指導）通知書（様式第16号）によるものとする。 

２ 条例第20条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第17号）によるも

のとする。 

（公表） 

第20条 条例第21条第１項の規定による公表は、桑折町公告式条例（昭和30年

条例第３号）第２条第２項に規定する掲示場に掲示する方法その他適当と

認められる方法により行うものとする。 

（弁明の機会） 

第21条 条例第21条第２項の規定による弁明の機会の付与は、弁明の機会の付

与通知書（様式第18号）によるものとする。 
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２ 前項の規定により通知を受けた事業者は、公表に係る弁明をしようとす

るときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明

書（様式第19号）により弁明するものとする。 

（補則） 

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則  

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年１月１日から施行する。 

（既存事業の届出） 

２ 条例附則第６項の規定による届出は、既存事業概要届出書（様式第20

号）によるものとする。 

３ 条例附則第７項の規定による届出は、既存事業概要変更届出書（様式第

21号）によるものとする。ただし、第５条に規定する軽微な変更に該当す

る場合においては、この限りでない。 
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別表第１（第４条関係） 

禁止区域 

砂防法（明治30年法律第29号）第２条の規定により指定された砂防指定地  

地すべり等防止法（昭和33年法律第30号）第３条第１項に規定する地すべり

防止区域 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３

条第１項に規定する急傾斜地崩壊危険区域 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12

年法律第57号）第７条第１項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第９条第

１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条第１項に規定する保安林 

河川法（昭和39年法律第167号）第６条第１項に規定する河川区域及び第54

条第１項に規定する河川保全区域 
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別表第２（第５条、第13条関係） 

抑制区域 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88

号）第28条第１項に規定する鳥獣保護区 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第８条第２項第１

号に規定する農用地区域 

森林法第５条第１項（都市計画法（昭和43年法律第100号）第８条第１項第

１号に規定する用途地域内の区域を除く。）に規定する地域森林計画の区域 

文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27条第1項が所在する区域及び第93

条第１項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地並びに同法第109条第１項に規

定する史跡名勝天然記念物が所在する土地 

福島県文化財保護条例（昭和45年福島県条例第43号）第４条第１項が所在す

る区域及び第24条第１項に規定する史跡名勝又は天然記念物が所在する土地 

桑折町文化財保護条例（昭和51年桑折町条例第９号）第４条第１項が所在す

る区域及び第33条第１項に規定する史跡名勝又は天然記念物が所在する土地 

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成20年法律第40

号）第５条第２項第２号に規定する重点区域に相当するものとして、別表第

３の左欄に掲げる区間に応じて、それぞれ同表の右欄に定める境界で囲まれ

た別図第１の区域 

都市計画法第18条の２に基づき定める桑折町都市計画マスタープラン（令和

６年９月策定）に掲げる都市構想エリアに相当する区域として、別表第４の

左欄に掲げる区間に応じて、それぞれ同表の右欄に定める境界で囲まれた別

図第２の区域（都市計画法第８条に掲げる工業地域において、自社の事業

所、工場等に併設して事業を行う場合を除く。） 

その他町長が必要と認める区域 
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別表第３ 

区間 境界 

①～② 町道 103 号線 

②～③ 県道 353 号線（県道国見福島線） 

③～④ 町道 4023 号線 

④～⑤ 一般国道４号 

⑤～⑥ 町道 110 号線 

⑥～⑦ 町道 3033 号線 

⑦～⑧ 町道 217 号線、町道 3189 号線 

⑧～⑨ 阿武隈川堤防堤外地境界 

⑨～⑩ 衛生処理組合清掃センター敷地境界 

⑩～⑪ 阿武隈川堤防堤外地境界 

⑪～⑫ 町道 2122 号線、町道 2027 号線 

⑫～⑬ ＪＲ東北本線旧踏切跡 

⑬～⑭ 町道 1124 号線 

⑭～⑮ 町道 207 号線 

⑮～⑯ 町道 101 号線 

⑯～⑰ 町道 1032 号線 

⑰～⑱ 大字平沢字山中、大字平沢字本山田、大字平沢字北向、大字

万正寺字漆方、大字南半田字川端を区域に含む字界 

⑱～① 町道 4171 号線 
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別表第４ 

区間 境界 

①～② 町道 211 号追分下半田線、町道 4037 号線、町道 215 号桜松

線、町道 216 号寺前上堰添線、町道 4030 号線 

②～③ 市街化区域界 

③～④ 町道 109 号石橋線、町道 3259 号線、町道 3015 号線、一般県

道 123 号保原・伊達崎・桑折線 

④～⑤ 桑折町大字上郡字狐沢 28 番地、大字上郡字観音沢 19 番地の

4、37 番地、大字上郡字常西寺 4 番地の 2、3 番地の 5、6 番

地の 3、10 番地、13 番地の 1、大字上郡字弁慶 14 番地、15

番地、31 番地の 1、12 番地、大字上郡字古寺 15 番地の 1 及

び 22 番地の 1 を区域に含む字界 

⑤～⑥ 町道 3021 号線 

⑥～⑦ 桑折町大字上郡字文吾舘 20 番地の 1、21 番地の 2、18 番地

の 3、大字上郡字左エ門舘 1 番地の 1、2 番地の 1、27 番地の

1、30 番地の 3、大字上郡字烏沢 3 番地の 5 及び 3 番地の 6

を区域に含む字界 

⑦～⑧ 市街化区域界 

⑧～⑨ 一般国道 4 号 

⑨～⑩ 行政界 

⑩～⑪ 鉄道用地境界 

⑪～① 市街化区域界 
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別表第５（第８条関係） 

書類の種類 備考 

事業計画書（様式第４号）  

説明会報告書（様式第５号）  

確約書（様式第６号）  

法人の登記事項証明書 事業者が法人の場合 

住民票抄本の写し 事業者が個人の場合 

位置図及び現況写真  

公図の写し及び土地の登記事項証

明書の写し 

 

土地利用計画書（配置図） 縮尺1,000分の１以上 

土地造成計画平面図 縮尺1,000分の１以上 

土地造成計画縦断図 縮尺縦100分の１以上、横1,000分の１

以上 

土地造成計画横断図 縮尺1,000分の１以上 

建築物又は工作物の設計図 平面図、立面図、断面図 

事業影響予測図 事業に伴い周囲への影響範囲の予測図

面（騒音、振動、電磁波、反射光等） 

流量計算書  

排水計画図 平面図、断面図 

排水施設構造図  

排水に係る放流承諾書  

工事施工方法書（計画書） 作業方法及び工法を示した図書 

工事実施体制表 施主、工事施工者、保守管理者等を示

した図書 

維持管理（保守点検）計画書  

維持管理（保守点検）費用及び廃

棄等費用積立計画書 

 

その他の法令等による許認可等を

受けている場合はその写し 

 

その他町長が必要と認める書類  
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別図第１  
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別図第２  

 


